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委員長 星  吉 寛 

 

庁舎再編整備特別委員会調査報告書 

 

 本委員会は、所管事務について下記のとおり調査したので、魚沼市議会会議規則

第110条の規定により報告します。 

 

記 

 

１ 調査事件名 （１）庁舎設計業務委託契約について 

        （２）その他 

 

２ 調査の経過 ９月27日委員会を開催し、上記事件について協議した。 

        執行部より、庁舎設計業務委託契約の経過についての説明を受け、

質疑を行った。10 月３日に参考人を招致し、さらに調査すること

とした。 

        その他で、既存庁舎活用の進捗状況について及び魚沼市の特性を

考慮し、身の丈に合った新庁舎建設を求める決議について執行部に

質疑を行った。 
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庁舎再編整備特別委員会会議録 

 

１ 調査事件 

（１）庁舎設計業務委託契約について 

（２）その他 

 

２ 日  時  平成28年９月27日 午前10時 

 

３ 場  所  広神庁舎３階 議場 

 

４ 出席委員  大平恭児、富永三千敏、岩井富士夫、佐藤敏雄、岡部計夫、大平栄治、 

遠藤徳一、渡辺一美、佐藤 肇、関矢孝夫、星野武男、高野甲子雄、 

星 吉寛、下村浩延、本田 篤、森島守人、大屋角政、森山英敏、 

（浅井守雄） 

 

５ 欠席委員  志田 貢 

 

６ 説 明 員    小幡副市長、森山企画政策課長、堀沢財政課長、佐藤土木課長 

 

７ 書  記  櫻井議会事務局長、中川主任 

 

８ 経  過 

 

開  会（10：00） 

 

星委員長  志田貢委員から欠席の届け出がありましたので報告します。定足数に達しており

ますので、ただいまから庁舎再編整備特別委員会を開会します。本日の委員会は、先日９

月15日開催の総務委員会で、庁舎設計業務委託契約についてとして追加の議題として提案

されましたが、本委員会で取り扱うこととなりましたので、急きょ日程調整し、本委員会

を開催するものであります。議題に対する集中審査をさせていただきますのでご協力をお

願いいたします。 

 

（１）庁舎設計業務委託契約について 

 

星委員長  日程第１、庁舎設計業務委託契約についてを議題とします。執行部より資料が提

出されていますので説明をお願いいたします。 

小幡副市長  私のほうから本調査案件について、まず説明をさせていただきます。一般質問

で関矢議員の質問に答弁をさせていただいたとおり、契約に当たって経過がございました。

また後ほど詳しく担当課長から説明させていただきますが、本要項については、契約に至

るまでの間、私どもの執行に関して不適切な部分があったということで、まずもってお詫
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び申し上げたいと思います。なお、本案件につきましては、推測で走ったわけであります

ので、そういう点については事務上はまずかったなと反省しております。担当職員並びに

私ども含めて、その責任について処分を検討しております。最終日には報告ができるよう

この間懲戒審査委員会を開催したいと考えております。勇み足だったという経過について

は、担当課長からこれから説明させますのでよろしくお願いします。 

堀沢財政課長  それでは、私から説明させていただきます。まず、公募型プロポーザル実施

要項８の（８）について説明させていただきます。この大きな８番につきましては、業務

実施の条件といたしまして、８項目あがっております。その中でこの度の問題となってお

りますのが最後の（８）でございます。その内容につきましては、第２次審査で特定され

た最優秀者、第１受注候補者ですが、市の契約締結交渉に先立ち、自らの責任において、

地元の気象等のアドバイスを行う地元業者、これは建設コンサルタント等業務入札参加資

格者名簿に一級建築設計業務で登載されている市内業者１社以上と協力事務所の契約を

締結することということであります。この建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿

に登載されている市内業者といたしましては、５事業者プラスその５事業者が組みました

魚沼市建築設計企業体ということで合計６業者として登録をされております。続きまして、

現在までの経過等につきましてご説明をさせていただきます。まず、４月 15 日になりま

す。いわゆる石本・千葉ＪＶから市内コンサルの２社と会い、協力内容についての協議を

行ったということ、基本的な考え方については大きな相違はないこと、まだお互いに詰め

る部分が多々あるため引き続き協議していくとの連絡が入っております。４月 21 日、協

議が開始され、考え方について大きな相違がないとの連絡から、早期に契約が交わされる

ものと考えまして、市民の意見を基本設計に反映させるためには市民ワークショップを早

急に立ち上げることが急務であり、また、不可欠であったため、魚沼市新庁舎建設設計業

務委託契約を締結いたしました。この部分につきましては、いかに急務であっても早期に

契約できるものとの思い込みによる不適切な部分があったと考えております。ご心配をお

かけすることになり、大変申し訳ありませんでした。ゴールデンウイーク明けになります

が、５月 13 日、小出庁舎に魚沼市建築設計企業体、以下魚沼ＪＶと言わせていただきま

すが、魚沼ＪＶの２名が来庁いたしました。そのときに、基本的には魚沼ＪＶで契約を考

えているということ、今、細かい点について話し合っていて、その後契約を考えていると

いうことのお話をいただいております。その後、魚沼ＪＶの名前を石本ＪＶの名前に並べ

て掲載等をすることは可能であるか、名前の並列が難しい場合、魚沼市との本体契約、い

わゆる石本ＪＶとの契約に、魚沼ＪＶの名前を入れる形で契約をしたいと考えているとの

要望を示されました。それに対して、市として、並列表記についてはどんな場面を想定し

ているかにもより、公的な場面、特に著作権が伴うような部分は非常に難しいと思われる

こと、本契約に入ることについても非常に難しい提案であることを伝えたところ、魚沼Ｊ

Ｖは持ち帰り検討するとのことでお帰りになりました。６月７日、ここでは石本ＪＶ、魚

沼市がいたわけですが、受託者、石本・千葉の共同体ですが、先日依頼をしてあった見積

書の回答をいただいていないため何か不都合の点があったのかと質問しております。先日

というのは５月６日に見積書の依頼をしております。魚沼ＪＶからは、いただいた業務内

容についてどの程度かかわればよいのか判断できない、読む限りでは一部の業務について

の小間使いのように思えるが、その程度なのかとの回答及び質問があり、受託者側は、現
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在考えているのは記載したとおりの内容であること。その内容につきましては、各種申請

の許認可支援、気象を含む地域状況支援、ワークショップの参画等で設計に協力いただき

たいと考えている旨を説明しております。その後、魚沼ＪＶから、設計に協力するだけの

協力契約とはいえ地元業者の立場から全く責任がないとはいかないと思う、したがってそ

れなりの立場が必要であると考えていると。受託者からプロポーザルに基づき記載させて

もらったものであり、詳細については協議するつもりであったこと、また、設計上の責任

については自分たちとなり迷惑をかけるつもりはないことなど、お互いの立場での話し合

いがなされました。それなりの立場とはどのような形で考えているのか教えていただきた

いとの受託者からの問いに対して、私たち魚沼ＪＶはプロポーザルでの最優秀者となった

誰とでもＪＶで契約ができるものと考えていた、プロポーザルの実施要項にも先立って契

約となるため最優秀者ＪＶに加入できるものと考えていた、さらに雪のことは特に難しい

ため石本ＪＶに加わった形での契約が妥当と考えているとの回答がされ、受託者は、私た

ちはプロポーザルの実施要項にはアドバイスを行う業者ということから協力をいただく

会社という意味で捉えていたということ、また、この時点においてＪＶに加わることは難

しいと思われることを伝え、不本意とは思うが協力をいただきたいとお願いをしておりま

す。次に、魚沼ＪＶから、市としてはどう考えているかとの質問があり、業務の契約内容

に関しては双方で協議し契約していただくことになり、こちらが業務の範囲を決める立場

にはありません。ただし、石本・千葉ＪＶに名称を追加することにつきましては、入札の

原則から了承できるものではありませんと答えさせていただいております。魚沼ＪＶから、

わかりました、しかし現在の形では日当的な見積もりを出せばいいのか、毎回かかわって

いく金額なのかを考えあぐねている、せめて総額で幾らくらいかの提案があるべきではな

いかとの要望、受託者はわかりました、それでは帰社次第その内容をより具体的に、また、

総額いくらくらいかを検討して後日再提案をいたしたいと思いますがよろしいかと回答

し、魚沼ＪＶがわかりました、それではお待ちしますと納得して終了となりました。６月

17 日、石本ＪＶ、受託者側から魚沼ＪＶに対しまして、先日の内容を踏まえて提案をして

おります。７月５日、受託者側から魚沼ＪＶに対しまして、先日の提案に対しての返事を

いただいていないためどのように考えているのか、ワークショップも先週日曜日にスター

トし、設計業務もいよいよ本格化してきたことから今週中に返事をいただきたいとお願い

しております。同日、魚沼ＪＶから企業体で集まっていただいたメールの件で話し合いを

行ったが、皆さんあまりよい反応ではなく今後どうしたらよいのか時間がかかりそうであ

ること、その理由は、責任はないといっても対外的には通らない話だろうと、みんなが慎

重であるとのことで連絡が入っております。その後、７月７日、魚沼ＪＶから受託者側に、

本日企業体で再度話し合い、結果として企業体としては契約できないという結論になった

と連絡が入っております。魚沼ＪＶの中での協議の結果で出された結論であり、ＪＶ構成

員全体が断ったものと考えましたが、個々では現在交渉中であるとの話が聞こえてきたた

め、市から受託者に再度協力業者の件について各事務所の意向を確認するよう指示してお

ります。個々の事務所に再確認をしたところ、１社から協力いただけることとなりまして、

最近ですが９月 21 日に合意に至り、昨日 26 日付けで契約との報告を受けたところであり

ます。以上が経過報告になります。先ほども申し上げましたが、いかに急務であっても要

項に反した状況におきまして委託契約を行ったことにつきましてお詫び申し上げます。ま
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た、ここまで契約が長引きご心配をおかけすることになり、大変申し訳ありませんでした。 

星委員長  これから質疑を行います。 

高野委員  ８項の関係でありますけれども、これについては、地元の気象等のアドバイスと

いうことで明記されております。これについては、いわゆるこの地が豪雪地であり実際に

雪の降っているときにその場にいないと実感できないものだろうというふうに思います。

したがって、市のほうとしてはこの８項を特に心配して入れたというふうに私は受け止め

ております。したがって、通常の契約に当たっての条件には入ってこない、特別の項目で

はないかというふうに感じているんですが、その辺は特に意識して特別に入れたというこ

とでしょうか。 

堀沢財政課長  この８の（８）につきましては、豪雪ということで意識して入れたものであ

ります。 

高野委員  私自身、会社勤めのときに社宅を建てるときにこの経験をしました。全く長野の

人はわかりません。新潟の人もわかりません。設計を変更させるのに非常に難儀をしたと

いう経験がありますので、この項目が入ったというのをよく理解しておりますし、私もこ

の質疑の中で地元の小出小学校の例をあげて特にアドバイスをいただくようにと言った

覚えがありますので、非常にその辺は行政として気を使った項目であろうと思っておりま

す。そこを確認させていただきました。 

森山委員  経過の説明がありましたが、魚沼市と契約してからの部分と、その直前はここに

書いてありますが、プロポーザルの結果選定された石本・千葉設計共同企業体が魚沼市と

４月 21 日に契約したという報告があったわけですが、その間はどんな交渉があったのか

を示してもらわないと、何とも言いようがないのですが。 

堀沢財政課長  小出庁舎でのやりとり以外につきましては、市でメールでやり取りをしてお

る内容につきましてここに連絡状況ということで表にさせていただいたものであります。

その間の業者間のやりとりにつきましては、市では詳細を把握しておりません。   

森山委員  ４月 21 日時点でこの８の（８）が守られてなかったということは事実だと思う

んですよ、今の報告から言って。そしたら４月 21 日までに石本さんがどれだけの努力を

したのか、やはりその辺はきちんと報告を求めるべきではないかと思うんですが、いかが

ですか。 

堀沢財政課長  そこのところも私どもの不手際であったと反省しております。 

森島委員  契約は 28 年の４月の 21 日でよいのか。契約額は、限度額は１億 6,000 万円とい

うことですけど、契約額は幾らなのか。   

堀沢財政課長  魚沼市との契約は 28年４月 21日であります。おっしゃるとおりであります。

委託契約の金額は、１億 5,984 万円です。 

森島委員  プロポーザル実施要項の 11ページに失格条項という特記事項があります。カの 、

本要項に違反すると認められた場合、これが要は地元の業者と契約がなされていないのに

契約をされたということでありますので、これは本要項に違反する一つだというふうに私

は思うのでありますけれども、担当課長はいかがですか。 

堀沢財政課長  この要項につきまして、先ほども申しましたとおり、市として要項８の（８）

に合致しない状況でいかに急いでたとはいえ契約をしたのは、市の落ち度と考えておりま

す。これにつきましては、先ほどの進捗状況、経過の中でお話しさせていただいたとおり
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です。あくまでも契約につきましては、プロポーザルで市民の意見を聞く会を立ち上げな

いことには市民の意見が反映される場がないということにより、魚沼市で急いだものであ

ります。 

森島委員  手っ取り早い話が本要項に違反すると認められるか、認められないか。 

堀沢財政課長  実際、この要項の８の（８）に反したということは認めております。これに

つきましては、設計のＪＶということではなく、市の急ぐがあまりの過ちと捉えておりま

す。 

森島委員  今、財政課長に聞くと市の落ち度だということでありますけど、この要項の契約

する条項の中には、ＪＶが当然このことを知ってるわけですよね。ということになります

と、この特記事項の中に市の契約の相手方に対し、損害賠償請求を行うことがあります、

という文言も記載をされております。これは両者なのか。それとも相手方だけだというふ

うに私は思わないんです。こういう条件が要項にあるから、これに指名を参加をしプロポ

ーザルを行ったと。ですから私は、瑕疵があるんであれば、それを認めて前に進むという

のが当然だと思うんです。そこをわかりやすく一つ言ってもらいたいんです。ですので、

賠償請求を相手方に行うことをするのか、しないのか。 

小幡副市長  先ほど財政課長が説明したとおり、この契約は市が行いましたので責任は市に

あると考えております。相手方にペナルティーを課すということではないと考えておりま

す。 

大屋委員  先ほどの財政課長のお話の中で、４月 21 日の本契約の前に石本ＪＶから地元業

者と良好だという連絡がありましたと、それでワークショップだとか、そういったのが早

目にやらなくちゃならないんで、本契約を４月 21 日の日にやったということを発言しま

したが、そうしますと、この文章から言えば先だってということが書いてありますので、

本契約のときに地元業者との契約書、こういったものの確認いたしましたでしょうか。 

堀沢財政課長  先ほどもお話をさせていただいておりますけども、協議が開始されて大きな

考え方について相違がない、良好であるということで早期に契約が交わされるものと考え

ておったということで、その時点で契約が交わされてないことにつきましては、承知をし

ておりました。 

大屋委員  本契約のときに契約してないということを承知していたと、で、石本ＪＶはそれ

も知っていてそういうことを言ってたわけですよね、良好だと。ということになりますと、

言ってることが、やっぱり本当かどうか、やっぱりそこで確認するのは本契約のときの地

元業者との契約の締結書、こういったものが確認されなければ、さっき森島委員が言った

ように失格条項になるわけです。何でそこであなたもその契約書を持ってこなかったら失

格ですということで突っぱねなかったのかなと。そこはなぜですか。 

堀沢財政課長  先ほどからお話をさせていただいておりますが、市が市民ワークショップを

早急に立ち上げたい、契約が早期にできるものとの思い込みにより不適切、要項に反した

形で本契約を行ったということであります。なぜというところで、なぜ良好というところ

では、５月 13 日に魚沼ＪＶが小出庁舎に契約の件について聞きたいということで来られ

たときにつきましても、魚沼ＪＶのほうから魚沼ＪＶで契約を考えていること、細かい点

については話し合っていてその後契約を考えていること、というお話をいただいているこ

とからもこの時点では良好であったものと考えています。 
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大屋委員  その良好であったということを石本ＪＶから聞いて、４月 21 日に契約をしたわ

けですが、いろいろとワークショップだとかそういったことが遅れると困るという理由を

つけてますけども、その後においてももう半年も経つんですよね。こういう中でまだ地元

と契約の締結がされてないということなんですよ。それで出た設計図が、あれで行くのか

どうかわかりませんけども全く豪雪地帯のところにあってない、そういうような庁舎だと

思うんですがどうしてもこの（８）は抜いてはだめな条項だと思いますが、その点はいか

がですか。 

堀沢財政課長  この８の（８）につきましては、抜いてはいけないという点では、地元の気

象条件をアドバイスする地元業者ということですので大切な部分だと思います。それと、

先ほど申しましたが、なんとか地元コンサルタントと契約を結ぶことができたということ

です。 

大屋委員  なぜそこまで石本ＪＶをかばうのかなと思います。市役所が業者間の間に入って、

何でそういう話し合いだとか、情報を交換したりするんですか。自ら地元業者と締結する

となってます。なぜそういうふうになってるかというと、市役所がそこに介入すると官製

談合、こういうふうにやっぱり受け止められるということになりますから、その辺はどう

でしょうか。 

堀沢財政課長  市が中に入ってだとか、介入したということではございません。先ほどから

説明しておりますが、本契約につきましては市が市民ワークショップの関係もありまして、

契約を行ったということであります。契約業者と市内の業者のやり取りにつきましては、

報告を受けておるものであります。報告を受けたものでない部分につきましては、市内業

者の魚沼ＪＶが小出庁舎に来庁しまして、市に話を聞いたという部分、それと石本ＪＶと

市がワークショップ等の打ち合わせをしているときに魚沼ＪＶが来られまして、市にいて

くれという形で同席をしたものであります。 

大屋委員  関矢議員の一般質問の中で、市長が私の指示で財政課長が地元の業者と話しに行

ったと、こういうふうになってるんですよ。要は市長の指示でそういうふうな形で動いて

たんでしょう。 

堀沢財政課長  指示ではなく、確か市長は承知していたかという質問だったと思いますが、

この件につきましては市長の指示で契約したということではございません。 

大屋委員  ていうことは、指示はしてなかったけれども承知はしていた、最高責任者がこの

要項に違反しているにもかかわらず、それを承知していたというふうに認識してよろしい

ですね。 

堀沢財政課長  この契約後におきまして、市内のＪＶとの協議がうまくいっていないという

形で報告をしております。 

岩井委員  さっきから聞いていると、言い訳にしか聞こえないんですよね、財政課長。もう

１回確認しますけれども失格条項にちゃんと入ってることは認めるんですよね。であるに

もかかわらず、急がなきゃならなかったとか、そんなことってありますか。失格条項とい

うのは何のためにつくったんですか。説明してください。 

堀沢財政課長   何のためにつくったかという説明は言いにくいところではありますが、こ

の失格条項につきましては、市と契約した後に判明した場合においてということでありま

す。先ほどから言い訳というようなお話しになっておりますけれど、設計者が入らない市
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民ワークショップ、いわゆる基本設計に反映できないワークショップというのを避けるた

めに、ワークショップの立ち上げを急いで、市が契約したものであります。 

岩井委員  今の話を聞いてちょっとおかしいと思うのは、例えばですね、石本設計がたまた

ま今回こういうような条件でこの失格条項に当てはまるにもかかわらずこういう契約を

したと、例えばほかの建築事務所は一生懸命頑張ったけれども、この失格条項にどうもう

ちは当てはまるのでこれ以上は進めないなと判断する場合だってあるわけですよ。業者の

中に。そういうことも考えられますよね。 

堀沢財政課長  そういうことにつきましては、市としては考えておりませんでした。 

関矢委員  ４月 21 日に本契約を結んでいますけども、その時に契約に立ち会った市の職員

はどなたですか。 

堀沢財政課長  当日、石本ＪＶが来庁し、担当者が契約したということになります。 

関矢委員  石本ＪＶの代表者が来庁して当然契約しますよね。その時にこの要項にある書類

を一切やはりチェックをしてやると思うんですよ。その立ち会いを誰がやったのか今伺っ

てるんですよ。どなたがその書類をチェックして契約したのか。 

堀沢財政課長  先ほどから申し上げておるように、８の（８）においての契約は済んでいな

いということは市も了解をしておりますので、その部分についてはないということは了解

しております。 

関矢委員  そうじゃなくって８の（８）が欠格している。要項から落ちてますよ。それはそ

の契約の時にわかったのか。それ以前からわかってたんですか。 

堀沢財政課長  先ほどから申し上げておりますが、早期に契約が交わされるものと考えて契

約をしておりますので、当日までに魚沼ＪＶとの契約が交わされてないことにつきまして

は承知しております。 

関矢委員  ４月 21 日時点で８の（８）が契約なされてないということがわかって、そこに

携わった契約担当、財政課だと思いますけども、そこが独断で判断をして契約をしたのか。

できませんよね。要項欠格してるのは。当然市長まで決裁上げますよね、市長の判断を受

けて契約をしたと考えますがいかがですか。 

堀沢財政課長  業務委託契約になりますので、決裁権者は副市長になります。 

関矢委員  そうするとこの契約で、要項にまだ欠格があるのを市長は確認をしていないとい

うことですか。４月 21 日時点では。 

堀沢財政課長  おっしゃるとおりであります。 

関矢委員  要項に足りなかった部分については、その時点では協力いただける見込みである

という報告を受けました、このことから報告を受けている、石本ＪＶのほうから協力いた

だける見込みがあるという報告を受けたから契約をしたんだと、であるならば、なぜいつ

いつまでにとか期限を付けなかったのか。 

堀沢財政課長  期限を付けなかったことにつきましては、手落ちと考えます。急ぐようにと

指示はしておりますが、期限は切っておりません。 

関矢委員  そうなんですよ。期限を決めてないんですよ。そしてきょう出されたこの時系列

の資料、実際地元のＪＶに契約内容等を示して協議に入ったのが６月７日ですよ。その前

に面識はあるけども、契約内容等々を地元との協議に入ってないんですよ、石本ＪＶは。

１カ月半も協力業者として協力いただくという誠意も見られない。これも当局はわかって
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たはずですよね。そこでどんな判断をされたか。それでもまだこれ石本ＪＶと契約を破棄

しない、急がせない、その理由は何ですか。 

堀沢財政課長  契約を破棄しない理由ということになりますが、新庁舎を建設する、いいも

のをつくるということで進んでおったということであります。 

関矢委員  これは当局と話していても仕方ないんですけども、先ほど森山委員からも話があ

りましたけども、やはりこれだけのプロポーザルの実施要項があって、プロポーザルに応

募する企業、要項全部見ますよ、要項全部見て要項全部満たせるかどうか判断して、私は

応募すると思いますよ。当然応募する前に１番大事な８の（８）というのは大きな壁なん

ですよ。やはり地元業者に打診して、そして契約は最終的になるかもわからない。１番大

事なのは東京や九州の人が設計をしたら、雪がわからないわけですよ。雪国に建てる建物

はどういうのが必要か、そのための要項なんですよ。であるならば応募する前に、建物の

形状だとか、使い勝手とかはやはり聞いた中で私は応募すると思うんですよ。それすらも

しないで、契約をしてから１カ月半も経ってからやっと契約の中身を地元に提示をして、

さあしてくれと。これは、私は先ほど森島委員が言ったように、私は契約違反になるだろ

うと思うんですよ。そういうふうに感じなかったですか。いいものを建てたいと思ったら。 

堀沢財政課長  最終的に話がうまくいかなかったという案件の１番大きなものが、地元業者

が本体契約の中に入れるものというところで、こちらのほうのプロポーザルの書きものと

そこが認識が違っていたというところが、ここまで延びた大きな問題でありました。ただ

し、始めから話してるとおり８の（８）の要項を満たさない中で本体契約を行ったという

のは、魚沼市の勇み足であります。 

関矢委員  それと２回市民ワークショップが行われております。この間市報の中に結果とい

うかが出ました。最後に書いてありますよ。１番質疑が多かった、疑問が多かったこれや

はり雪国にあってる建物なのか、雪対策だとか、それに対しての回答は一つもありません

けども、それほどやはりあの建物見たり、構造見たときにこの雪国に住んでる人たちはこ

の建物は本当に雪国にあうのか、１番心配してるんですよ。そこが１番大事だから８の

（８）の要項を入れたわけでしょ。いいものをつくりたかったら、やはりそこは考えるべ

きだと思うんですよ。まあ、それはまた申し訳ないという形で終わるかわかりませんけど

も。そこやっぱりしっかりと考えていただきたい。 

堀沢財政課長  現在提案されてるものにつきましては、プロポーザルで提案された図面、模

型等であります。あれが真四角になるかと言われれば、それはかなり違うものであるとは

思いますけども、今後、雪に対応するにはどうするのかというのは基本設計に生かしてい

くものだと考えております。 

高野委員  私が冒頭言ったのは、雪の関係、非常に市も考えておられるんでしょうし、設計

者も考えておられたと思っています。というのは、プロポーザルを見学に行きましたけれ

ども、雪がテーマだったということであります。その辺は魚沼市の雪に対する問題意識、

それから設計者についての雪に対する問題意識というのは、私は強いものがあると思って

います。したがって、その要項では重要なのかもしれませんが、契約違反かどうかという

ことで、たしかに執行部のフライングだとは思いますよ。契約条項ありますから。何のた

めに今、この契約をどうするかっていう話になると。市民のためになるのかというのが私

は１番議会として考えなければならないと思いますし、行政も考えなければならないと思
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います。３カ月遅れになってるわけですから、合併特例債の件もありますので急ぐ心情も

議会として理解してやらなきゃならないと私は思っています。その辺、行政はフライング

したと認めてるわけですよね、確認させてもらいます。 

小幡副市長  冒頭お詫びしたとおり、要項上の齟齬は認めておりますしお詫び申し上げたと

おりであります。 

佐藤(肇)委員  この要項をつくる段階で、市内の設計屋さんを企業体の中に取り入れていた

だこうといった考えは当初ありましたでしょうか。 

小幡副市長  いろいろなパターンを想定して検討させていただきました。地元の１級建築士

事務所のコンサルがいるわけですので当然その件も含めて検討した結果、こういった形で

アドバイザーになっていただこうという要項に最終的には落ち着いたということであり

ます。 

佐藤(肇)委員  これ話が１番なかなか決まらなかった要因というのは、設計に対する責任の

問題、これに尽きるんじゃないかなというふうに思うんですよ。どんな形にせよそこに携

わった市内の設計屋さん、本体の今契約されてる企業体についてはここに拠点があるわけ

ではありません。最後はやはりこの地元の設計屋さんというところに話がいくんだろうな

と思います。そういったのを考えるのであれば、やはり要項の中で企業体に加えるという

ような形でつくって然るべき。これ非常にいわんとすることはわかるんだけども、わかり

づらい、解釈の仕方がいろいろあるんじゃないかと思うんですが、その辺の捉え方はいか

がですか。 

小幡副市長  表現が紛らわしいと言われれば、説明が足りなかったのかなという感じはしま

すが、地元企業とジョイントは組めるかというとそうではないという判断のもとでアドバ

イザーという形にさせていただきました。  

佐藤(肇)委員  既に契約から約半年経過するわけですが、この設計業務の進捗状況はいかが

ですか。 

堀沢財政課長  基本設計自体につきましては、現在、第４回まで市民ワークショップを開催

し、高校生を含めた市民の意見をお聞きしております。その市民の意見をどのように基本

設計に生かしていけるのかを、ワークショップはまだ続きますが、現在生かしていける部

分について受託者が考えているところであります。次の第５回ワークショップは、10 月

15 日、土曜日に計画しております。 

佐藤(肇)委員  契約のお金も、それぞれの年度の予定の 30％まで前払いをできるというよう

な書き方になっております。既に契約が終わってるので平成 28 年度分の前払い金は支払

われておりますか。 

堀沢財政課長  28 年度の部分については３割前払いしております。 

佐藤(肇)委員  28 年度分の３割、幾らになりますか。 

堀沢財政課長  28 年度前払い 1,570 万円を支払い済みであります。 

佐藤(肇)委員  1,570 万円手付けを払って仕事にかかってもらってるということになります

が、この要項見させていただいた中に設計の業務委託に含まれる事項ということでいろい

ろな業務があります。工事の監理は除くというところまで全部で 16 項目記載がございま

すが、この中で準備等検討が進められてると思うんですけども出来高何％とか、半年経過

のところでのそういった数字というのは出てますか。 
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堀沢財政課長  今年度としては基本設計が完了するという形で進んでおります。ワークショ

ップと市との打ち合わせでの来庁等で進んでいるところであります。12 月までワークショ

ップを行い、それで基本設計をつくりあげていく形ですので、現在目に見える形として図

面が何％できてるとか、そういった状況にはなっておりません。 

佐藤(肇)委員  要項 13 ページに市民ワークショップの開催が業務の中に入っているんです

が、このワークショップというのは設計企業体で主催してやっていただくというような書

き方になっております、運営・進行・管理及び資料の作成というようなことになってるん

ですが、実際はどうでしょうか。行われ方は。 

堀沢財政課長  設計者が行っております。ワークショップ当日には大体 10 人程度のメンバ

ーとなりますが魚沼市に来られ、各テーブルに配置、またはそれをまとめあげる形で行っ

ております。 

佐藤(肇)委員  ワークショップ、コンサルが主催してやっていただいてると報告いただきま

した。既にアオーレの視察含めて４回が終わってるということでありますが、市で段取り

してやってるんじゃないですか。 

堀沢財政課長  会場の小出郷福祉センター借用については市で行っています。 

佐藤(肇)委員  そうするとこれは市が会場借りるんで、市が自分のところ使うんで無料とい

うことなんですが、運営管理等これ設計の中に入ってると思うんで、会場費は石本ＪＶが

出すべきだろうと思うんですがいかがですか。 

堀沢財政課長  ワークショップについては、新庁舎建設ということで主催が市、運営が設計

者という形になります。 

佐藤(肇)委員  主催が市で、運営を全て企業体でやっていただいてるということでわかりま

したが、主催者ですから会場の手配を市がやるのはわかります。運営一切やっていただい

てるということなんでしょうけども、このワークショップに市の職員も出ておられると思

いますが、ほかに市民大勢来ておられると思います。それぞれの費用弁償はどうなってま

すか。 

堀沢財政課長  費用弁償がわりといいますか交通費相当額ということで、１回につき 1,000

円分のクオカードでワークショップ参加者にお願いしております。 

佐藤(肇)委員  この 1,000 円のクオカードは企業体から支給いただいてますか。 

堀沢財政課長  これは主催が市ですので、市が出しております。 

佐藤(肇)委員  要項に書いてあるように運営・進行・管理及び資料の作成、これ見れば全て

企業体でやらんきゃだめな内容だと思います。市が段取りして会場を予約するのはわかり

ますが、そういったクオカードについてもそうだと思いますが、じゃ、市の職員はこれ手

弁当で出てるんですか。 

堀沢財政課長  管理職以外の職員は、休日出勤になりますので時間により振替及び超勤とい

う形で担当者が参加しております。 

佐藤(肇)委員  そうしますと１人じゃないですよね。何人も市の職員がかかわってるわけで

すが、このワークショップでは市の職員は何をするんですか。 

堀沢財政課長  市の職員は受付等行っております。また、どのような内容で話し合いが行わ

れてるかについて確認を逐一取っているところであります。また、公開で行ってますので

一般の方々が中に入らないように応対、待機、監視を行っております。 
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佐藤(肇)委員  要項に書いてある管理業務とどこが違いますか、それは。 

堀沢財政課長  管理というのは全体的なものと捉えています。進行やまとめ役等について受

託業者が行っています。また、資料についてもまとめて、ワークショップの実績というこ

とで市報の折り込み等もつくっております。 

佐藤(肇)委員  非常に納得しがたい答弁をいただいておりますが、ここの 15 番に記載の市

民ワークショップの開催、これの運営・進行・管理及び資料の作成、説明会等への参加、

これを仕事として任せてるんですよ。この企業体に。市がそれにかかわってどういうふう

に進められたかというのは、それ聞きに行くのはいいですよ、傍聴しに行ったりとか。た

だ、そこに市がいろいろな形で介入してるということに、私、非常に市民の自由な意見を

求めるとか、いろんな立場であるにしましても、ちょっとかかわり方がおかしいんじゃな

いかなというふうに思うんですが、その点についていかがですか。 

小幡副市長  いろいろな捉え方があろうかと思いますが、尐なくともこれは市が進める事業

でありますので、市の担当がその場に行ってお手伝いするというのは、これは職務として

十分あり得ると、ほかの事例でも同じようなことが想像できるかと思いますので、そうい

ったご理解をいただきたいと思います。 

星委員長  しばらくの間、休憩します。 

 

  休  憩（11：10） 

 

  再  開（11：20） 

 

星委員長  休憩を解き、会議を再開します。休憩前に引き続き、日程第１ 庁舎設計業務委

託契約について質疑はありますか。 

遠藤委員  契約日が４月 21 日ということでありますが、４月 21 日という提示はどこかで話

しがあったのでしょうか。 

堀沢財政課長  特にこの日という形の指定ではございません。ただ、現在の協議が開始され

てから、見積書の提出等を 21 日までにと依頼しておりました。 

遠藤委員  これに合格してから一連の見積書提出や諸手続きを踏む段階で、21 日には契約を

したい旨伝えておいたということでよろしいですか。 

堀沢財政課長  21 日までに見積書の提出をいただきたいということで、予定価格以内という

形で契約となっております。 

遠藤委員  見積書提出日と同日が契約ということで、折り合いがついていたということでよ

ろしかったでしょうか。 

堀沢財政課長  一般的な見積随契、入札という形でも同日付という形になります。 

遠藤委員  先ほど森山委員のお話で、４月 21 日前のやりとりについては業者間でのことで

内容は把握してないという答弁でありました。21 日が間近になり、４月 15 日に協議中の

内容を確認したという時系列でよろしいでしょうか。 

堀沢財政課長  そのとおりであります。 

遠藤委員  ４月 21 日間近になり、要項に見合ってるか、見合ってないかの確認も含めて今

協議中だと連絡を受けたということであります。良好だという話の中で契約に踏み切った
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ということでありますけども、５月６日に魚沼ＪＶに業務に対する見積書を石本ＪＶが依

頼したとありますが、これについては地元の設計共同体からいろんな要件が出たので、そ

の業務を行ってもらうため、条件を満たすための金額として提示をしてくださいという要

望だったわけでしょうか。 

堀沢財政課長  民間同士の契約内容になりますので、市としては把握しておりません。 

遠藤委員  見積もり依頼があったということは、いろんな条件を満たすために、仕事をやっ

ていただくに幾らかかるか見積もりを出していただきたいということだったと思います

けれども、これに対しては資料を見ますと回答に至ってる部分がないということで、それ

らも含めて共同体が管財室と本契約の方法、考え方についての協議をしたという考えでよ

ろしいですか。 

堀沢財政課長  これに関しては、あくまでも憶測になってしまいますので、魚沼ＪＶからも

明確な話も聞いておりませんのでお答えできません。 

遠藤委員  業者間のことで、要項にも書いてあるように自らが契約を結ぶ努力をするという

ことの中では、民間同士が協議を進めてきたということでありますが、ここにＪＶを希望

していたと先ほど説明がありましたが、どの時点でアドバイス契約ではなくＪＶを結びた

いという話が出ていたのか情報が入ってましたか。 

堀沢財政課長  魚沼ＪＶの考えを聞くのは５月 13 日、先ほど説明した当日になります。 

遠藤委員  考え方の中にＪＶじゃなきゃうまくないという話が地元設計共同体からあった

と認識をさせていただきますけど、８の（８）、これはあくまでも雪等に対する気象等の

アドバイスということで募集要件の条件に入っておりますが、要項以上に希望することに

対しどういった話し合いが行われましたか。 

堀沢財政課長  名前を石本ＪＶに並べて掲載することは可能かの質問に対し、並列表記は想

定している場面によっても違いますが公的な場面、特に著作権が伴うような部分は非常に

難しいと市で答えております。次に名前の並列が難しい場合、市との本体契約に魚沼ＪＶ

の名前を入れる形で契約をしたいと考えているというお話に対しても、その時点で本契約

に入ることも非常に難しい提案であると、５月 13 日にお答えしております。 

遠藤委員  いろいろないきさつがあって長引いているということの中に、こういったことも

含まれるかどうかわかりませんけども、地元業者についてもアドバイス契約という要項以

上のことを求め、それによって条件をつりあげるといいますか、もう尐し責任ある仕事に

つきたいということの協議、申し入れをしていたと推察できますが、21 日以前の時系列が

民間同士ですので情報はないということですが、４月 21 日前からもＪＶに入りたいとい

ったやりとりがあったかどうか情報はありましたか。 

堀沢財政課長  そういう情報は入っておりません。 

渡辺委員  今ほど４月 21 日前の段階での業者間のやりとりはわからないということだった

んですけども、一般的にはこのように要項が出ていれば最終審査に残った業者であれば５

社、大抵は地元の業者と尐しコンタクトを取っておくのが一般的ではないかなと思ってい

ます。そのようなコンタクトが実際にあった業者もあったと地元の業者から聞いたという

ことも聞かせていただいているんですけれども、この石本さんのほうが 21 日というより

もそれ以前にやはり最終審査に至る前に打診をしてたかどうかというあたりのことは聞

いてらっしゃいますでしょうか。 
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堀沢財政課長  最終審査に至る前ですが、地元業者とコンタクトを取るという要項、決まり

もありません。あったかなかったかは市は承知しておりませんが、なくても特段問題はな

い部分だと思います。 

渡辺委員  石本さんはそのように特段に問題はないというふうに思って、もしかしたらコン

タクト取ってるかもしれませんし、してないかもしれませんけれども、要項の中で、１番

やっぱり私たち魚沼市の中で懸念するところということで９ページのところにも提案に

ついても以下の点に係る考え方を含めたものとして下さいということで、１番最初の考え

方の重要なこととして、全国でも有数の豪雪地である魚沼らしい庁舎の設計理念と具体的

な機能というふうになっておりますので、設計者の中に雪国等のことを熟知している設計

者がいなければ恐らく事前の相談なり、あるいはちょっとした、もし自分が１位になった

ときにはお願いをしたいというような話があってもしかりかと思っています。そういった

意味で、そのときしたかどうか今のところわかりませんけれども、やはり今聞いていると

もう石本設計との契約が既に決まっていたかのように、疑われても仕方がないような条件

というんでしょうか、そういったものが払拭されないと、疑われないためのものが払拭さ

れないという状況の中ではやはりそのあたりはしっかり聞いておくべきではないかとい

うことが一点あるんですが、そのあたりはほかの業者の方々がどういうような契約の前の

段階で何かをしたとかというようなことは市として聞いてらっしゃいますか。 

堀沢財政課長  市として、そのようなことを聞く立場ではございませんし、聞いておりませ

ん。 

渡辺委員  魚沼市のこのプロポーザルにどれだけ多くの方が応募してくださるか、当初は心

配ではありましたけれども蓋を開けてみたらかなりの方々が応募してくださっておりま

した。このプロポーザルに係るアドバイザーとして当市としては渡辺参与がなっていたか

と思います。そしてまた渡辺参与のほうからは足しげく東京等いろんな方々に魚沼市のほ

うのいろんなところに参加していただきたいというような働きかけ等していただいてい

たのかどうか、そのあたりはいかがでしょうか。 

森山企画政策課長  要項を作成する時点におきましても、政策参与という立場でいろいろア

ドバイスをいただいておりました。渡辺政策参与におかれては、建築部門の専門家でもあ

りますのでそういった業界紙等にＰＲをすることで多くの参加者が得られますよとアド

バイスをいただいております。 

渡辺委員  業界紙等のＰＲのために動いていただいたということで、個々の方々へではなか

ったということになるのかもしれませんけれども、一般的には自分が契約を１位になった

といった段階で早急に例えば以前からしてなかったとしても、契約の締結までにはコンタ

クトを取って地元との交渉を始めていなければいけないと思うんですけれども、先ほどの

遠藤委員の質問の中では５月６日に見積書を依頼してるということで、恐らくこの５月６

日になって初めてその業務内容を提示して、そして相手方から見積書依頼を受けたのでは

ないかという感が否めないんですけれども、一般的にはそれが本来先にあるべきではない

かなと思うんですけれども、そのあたりどのようにお伺いしてますでしょうか。 

堀沢財政課長  その部分について、その時点では聞いておりませんでした。協議中であると

いうことであります。 

渡辺委員  12 ページになるんですけれども、設計業務契約のところなんですが、ここにはア
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のところで「最優秀者を業務に係る随意契約の見積書の徴取の相手方とし、契約の交渉を

行うものとします。ただし、最優秀者に事故等があり、見積書の徴取が不可能となったと

きは、次点者を業務に係る随意契約の見積書の徴取の相手方とします。」ということで、

ここでは見積書だけではあるんですが、ここの事故等がありということの中に、違法等が

ありというふうに読めなくもないんですけれども、このあたりはどのように解釈をしてこ

の要項をつくったのでしょうか。 

小幡副市長  一般的な要項に基づいてつくっておりますので、書いてあるとおりの解釈と理

解しております。何回も申し上げますが、私どもは要項違反をしようとか、そういったつ

もりで交渉してきたわけではありません。できれば地元の業者と契約をしてほしかったと、

最終的にはできましたけれども、そういうことで契約が延び延びになったということを改

めて申し上げたいと思います。 

渡辺委員  当然、執行部としても事務の担当の方としても、悪意があってこのようなことが

あったというふうには思いませんけれども、しかしながらご自分たちでつくった要項です

のでそこは熟知しておくべきことであり、そしてまたこのような事故が起こらないために

は、自分たちのほうからそこら辺は注意をしながらやはり相手方を守るためにもしっかり

としたことをしていかなければいけない。ところが相手方を守らんばために実は早くやっ

てるように思えるようなやり方に、逆に言うと見えてしまって疑いを持たれるような形に

なっているということについて、まだまだ聞かなければいけないことがあるということも

現実だと思いますのでそのあたりは意見です。 

岡部委員  実施要項の８の（８）の地元業者との契約ということでありますけども、私が今

までかかわる中で市外の業者、特に東京の業者が設計した市内の公共施設、雪という問題

でその後すぐに設計変更だとか、追加工事とか、そういう事例をいっぱい見てきておりま

すので、そういう中では８の条項を入れたことは大変いいことだと思っています。ここに

あるように、努力目標とかできればいいし、できなければしょうがないという問題でなく

て、執行部としても１番ここに重きをおいた点もあるんじゃないかと理解できます。その

中で必ず交渉に先立ち自らの責任で契約を締結することと書いてあるわけなんで、市と契

約する前に地元業者と話し合いをして契約書こうなりましたと提示した中で進めるべき

だったんじゃないかと、ここがちょっとまずかったと、先を急いでしまったと、だから庁

舎建設を急がなきゃいけないということが先にあってそういうことをしてしまったんじ

ゃないかなと思っています。地元の業者もこの要項を見てますから、そのうちどっかから

話があるだろうというような期待もあったりしてたんですけど、聞いてみるとまだないと

かいう話しもありました。あったとしてもアドバイスって書いてありますから、風向きが

どうとか雪がどの程度降るんだとかいうぐらいの形で最終的にやった後、１年後、２年後

にその雪でやったときにお前さんがたの見立てが悪いからこうなったんだという責任を

おっかぶされても困るというようなこともあって対等にしてほしいというのがあったん

じゃないかなと思うんですけれども、そういう中で１番最初にそれをしなかったというの

は先ほどから言ってますそこは見逃してしまったということでありますから、６月７日の

魚沼ＪＶでやったというところが何でもう尐し地元の業者でも、市としても１億 5,000 万

円も払うわけですから地元業者にお金がまわったりとか、あるいはＪＶ組むことによって

地元の業者のレベルアップ、スキルアップになればというようなこともあったんじゃない



 - 15 - 

かなと思いますけど、そういうときに何でこうＪＶ組んで追加要求だったけれども合意に

ならなかったとその辺のところをもう尐し酌んでやるべきだったんじゃないかなと思う

んですけれども、その辺さっき答弁ありましたけれども、もう尐し詳しくなぜだめだった

のかお聞かせください。 

堀沢財政課長  プロポーザルについては、全国規模で公募をかけております。その中で気象

等のアドバイスを行う地元業者１社と協力事務所の契約を締結するということですので、

要項自体にＪＶ契約を行うという形で行っておりませんので、今回の公募型プロポーザル

の案件に至らないものと考えております。 

岡部委員  地元業者と契約を締結することということで、契約のときに提出資料の一つとい

うことの認識でよろしいんでしょうか。 

堀沢財政課長  本来そうであるところを、経過報告でも申し上げておりますが要項に反した

状況で市が委託契約を行ったことについてお詫びをいたしているところであります。 

岡部委員  13 ページの提出資料等についてなんですけれども、この差し替えとか再提出は認

めませんという要項がありますが、そういうところにも触れてくると思うんですよね。そ

うすると 11 ページの失格条項の中のアの提出資料等が本要項の提出方法に適合しない場

合とか、イの提出資料等が本要項に示された条件に適合しない場合とかに触れてくるわけ

ですよね。こういう点を執行部とすれば今回の契約を有効なのか、皆さんの意見を聞くと

これは無効じゃないかという意見も多いんですけれども、この辺の捉え方はどんなふうに

考えてますか。有効なのか。無効なのか。 

堀沢財政課長  提出書類につきましては、魚沼市の業者と現在協議中ということで提出され

てると記憶しております。それにつきましては、先ほどから申しております要項に反した

状況で市が委託契約を行ってるということで、先ほどからお詫びしております。４月 21

日の段階では契約が市のコンサルと契約を結んではおりませんので、そういう形で提出さ

れてるものと認識をしております。 

岡部委員  しなかったということでずるずると来たというところが今の話しだと思うんで

すけれども、きょうは設計委託契約についてという議題でやってるわけですから、これが

執行部とすれば今現在も有効な契約なのか、無効にするのかというところの見解を聞いて

るんです。 

堀沢財政課長  この条項におきます趣旨としては、気候等のアドバイスを基本設計に生かす

ための協力体制作りということであります。基本設計に反映するまでの間に体制を整える

ことによりまして、基本設計、実施設計業務を行うための趣旨という点では外れておらな

いと考えております。契約のやり方につきましては先ほどから申し上げてるとおり。市に

不備があったと考えておりますけれども、趣旨にはずれないということで、これらのこと

から本契約については無効でないと考えております。 

岡部委員  この失格条項に違反してるけれども無効じゃないというようなのは、いつもあな

た方はこういう要項つくってこれ守りなさいというルールを指導しているにもかかわら

ず、自分たちの落ち度があったときには曲げて曲げてそれは認めるけど有効なんだと。こ

ういうことが今後も続くんですか。そういうことに対するこの不信感を持っていくという

ことですから、どっかできちんとけじめをつけてこれは失格条項に該当するから無効なん

ですとか、きちんとした市としての対応というのが、これからまたこんなのが明るみに出
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ていくとどんどん市の信用も低下していくんじゃないかと思いますけれども、その辺はい

かがですか。 

小幡副市長  この契約が有効か、無効かという点について言えば、先ほど堀沢財政課長が言

ったとおり有効だと判断しております。今後こういうことを続けるのかということであり

ますが、そういうことがあってはならないと考えております。 

岡部委員  要項の中では、そういったことがあったときに相手方に対し損害賠償請求を行う

ことがありますとありますけども、いろんな業者にそういう迷惑をかけたところもありま

すので、その辺の対処方法は何か考えてますか。 

小幡副市長  ＪＶに対してということだと思いますが、実際にお断りされたのはＪＶであり

ます。市が直接関与している話しではありませんので、市が直接フォローを入れることは

ありません。 

岡部委員  この前の一般質問の答弁でも市が関与していないと言いながらも市が関与して、

今回９月 26 日に契約にいったんじゃないかな、という経緯もあるわけですよね。だから

微妙に関与していない、関与してるという使い分けでは市民は納得しないと思うんで、そ

の辺の副市長はどういうふうに考えるんですか。 

小幡副市長  私どもは両者から相談を受けた部分については対応させていただいておりま

すが、交渉ごとの俎上にはのっておりません。そういう面では関与はしていないと言って

いるわけです。何回も言うように私どもは期待をして待っていたということなんです。 

岡部委員  期待はよくわかるんで、今後これが進んだとしても地元の業者、メンテナンスが

20 年、30 年、40 年と続くと思うんですけど、そういう意味でも今回の大事な庁舎にかか

わる中で地元の業者を入れてきちんとフォローしていくことがとても大事だと思います

ので、再度そのＪＶの人たちにその辺を、関与するんであればしっかりと当局としてのこ

とを伝えていただいて仕事をやっていただきたいと思いますがいかがですか。 

小幡副市長  将来の話については、今から約束できる話しではないと考えております。 

佐藤(敏)委員  １番大事な雪対策、地元の設計者が入っていないということは、基本的には

無効だと思います。それは後ほど語りますが、私が今質問したいのは業務委託料について

です。限度額が１億 6,000 万円、契約額が１億 5,984 万円。限りなく 100%に近い 99.9％

ですが、もちろん競争入札ではありませんけれども、そうなった経過についてお聞かせく

ださい。 

堀沢財政課長  公募型プロポーザルということで出しているときに、それなりの金額が出て

おります。最優秀者から見積書を徴したということになります。 

佐藤(敏)委員  これ限度額です。当然競争入札ではございませんけれども、何をするについ

ても、おい、まけてもらえないかとか、積算があるわけなんですよ。例えば 50 億に対し

て何％の設計だとか、そういった市としての積算根拠というのはなかったんですか。 

堀沢財政課長  １億だから５％とか、まけてくれというのは国から指導を受けているところ

であります。したがいまして、分切りという形や協議につきましては行っておりません。 

佐藤(敏)委員  限度額ですので限度額に至る、当然 50 億の何％ぐらいということで市とし

ての積算はあると思うんですけれども。 

堀沢財政課長  複数の業者からの見積書を徴した結果ということになります。 

大平(栄)委員  今の話を聞いてると、結論から言うと官製談合です、これ、まず間違いない。
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ということはね、４月 21日に契約したときに相手方もそれをわかっててしてるんだから、

お互いにわかりながら契約してるんだからこれは官製談合。ただ、相手が何もわからない

うちに契約したなら違法って言ったって相手方は悪くないんですから、これは有効ですけ

ども。でも、今の話し聞くと相手はわかってるんだから、もうこれは要項に反してる。１

番大事な皆さんが心配してるプロポーザルの、出るときからもうこの設計者がいなくちゃ

うまくないのにどんどん出してる。そうなってくると両方悪いからこれ官製談合です。も

うどうしようもない。市だけが悪いんならこれ有効なんですよ、相手がわかって話し合っ

て、さっきの聞いてるとお互いにわかってるんだから、相手も悪い。これは官製談合以外

の何者でもないです。以上、終わり。 

関矢委員  質疑が集結する前に提案させていただきたいんですけど、よろしいでしょうか。 

星委員長  その前に、ほかに質疑はありませんか。 

佐藤(肇)委員  今回プロポーザルで最優秀になったということなんですが、どうしてもこの

設計屋さん、業務をいろいろな作業があるということで急がなきゃならないというのはわ

かるんですが、２番目、３番目の方もいたんですが、どうしてこの業者、こういった形で

かばうと言ってはなんですけど、優遇したんでしょうか。 

堀沢財政課長  この最優秀者を優遇したということではございません。私ども先ほどから申

し上げているとおり、地元の業者さんにご協力いただけるものと、早期に契約できるもの

という考えのもとワークショップの立ち上げを急ぐがためにこのようないわゆる要項に

反するような形の契約をしたということになります。 

佐藤(肇)委員  ２次審査に残った５つの設計屋さんがいるわけですよね。その方々も同様に

資料をそろえてやっているんだろうと思いますよ。先ほど関矢委員も言われましたけど、

一番上位の得点だったから入るということじゃないんですよ。全てこれがそろったからと

いう条件でやらなきゃいけない。これは、市がそのことを怠ったということはわかります。

ただ、相手方がそれをわかってしていないということは、自分たちでこれだめだという判

断をして、ここへ図々しく出てこれるわけじゃないんだろうと思うんですよ。その辺をだ

から市は優遇したんじゃないかと取られてもしょうがないんじゃないですか。いかがです

か。 

小幡副市長  繰り返しますが、優遇したわけではなくて、当然ほかの２番目、３番目があっ

たかもわかりませんけれども、プロポーザルで最優秀者として地元と協議に入って、地元

とうまくいくだろうという見込みの中で、私どもは勇み足だったかもわかりませんが契約

をしたということです。本当に繰り返しで申し訳ないんですが、そういう状況であったと

いうことです。 

佐藤(肇)委員  そうなりますと、やはり２番目、３番目の方々に言い訳できないんですよ、

これでいいという。これをそれぞれの方々に伝えて、こういうことにしましたということ

であればわかりますけれど、そうじゃないんですよ。契約の前にわかっていたということ

になれば、なおさらのことですよ。そのことについては、どのように捉えていますか。 

小幡副市長  経過上、既に後戻りができないと思っておりますので、やり方についてまずい

ところについてはもう何回もお話ししているとおりですし、それから、当時の状況を考え

れば、地元とのタッグを組みたいという意向があったわけですので、それを見守るしかな

かったということであります。 
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佐藤(肇)委員  そうなりますと、時系列ありますけれども、28年の１月22日に公告していま

すよね。このプロポーザルを実施するということで公告をして、この中に参加申込期限が

あって、受け付けをしてということになります。１次審査、２次審査ということで進んで

いるわけなんですが、この中で選考委員というのを公表されています。普通は、こういっ

たお金が絡むようなものについて選考委員は公表するべきではないと思うんですが、その

辺についてはいかがですか。 

森山企画政策課長  庁舎の設計にかかわらず、公共施設においては公募型プロポーザルの実

施は多くのところで行われている事例がございます。私ども、今回の公募型プロポーザル

を実施するに当たり、いろいろな事例を見た中で選考委員の皆様方についても公表してい

る事例が多くありましたので、それにならい私どももそういう形でさせていただいたとい

うことでございます。 

佐藤(肇)委員  こうなって出ていれば、これたったの５人なんですよ。尐なくともどういう

表決したのか、点数つけなのか、やり方はいろいろあるかと思うんですが、出ていれば、

これ１次審査通った残りの人たち、あと何とかしたいということであれば、この審査委員

にどういったところを評価するだとか、いろんな問い合わせだってできますよ、これ。名

前も出ているし、いろんなことが可能ですよ。それこそあってはならないですけど賄賂だ

とか、いろんなことだってないばっかじゃないですよ。そういったのを考えるときに、こ

ういった利害が絡む場合は、尐なくとも名前を伏せるだとか、こういったところから審査

委員を選ぶという書き方で、市の職員がそこに入るのは構いませんけど、一般の外からの

人たちというのはやはり伏せておくべきだろうなと。この民間の方、お金もらおうが何し

ようが罪になりませんよ。市の職員じゃありませんから。もしそうなったらどうなります

か。その辺どうですか。 

小幡副市長  公表したからそれが佐藤委員の言われるような斜めの見方からしかできない

というのは、尐し違うような気がしますし、実際そういうことはあってはならないし、な

かったものと思っております。 

岩井委員  佐藤肇委員の一番最初の質問で、ワークショップの件でちょっとお伺いしたいん

ですが、主催が市で運営が設計者という形で出ているんですけど、市職員は何人そこに参

加しているんですか。（「契約の問題だ」と呼ぶ者あり） 

星委員長  今は契約の問題を皆さんから調査いただいております。それに沿ってお願いした

いと思いますし、会議規則116条、簡明にお願いしたいと思います。 

大平(恭)委員  今回、今までの一連の流れをお聞きしますと、相手側に非はないと。完全に

市のほうに非があって、相手には何の責任もないというふうに聞こえるんですが、私はど

う見たって相手に本当に一定の非があって今回混乱を招いたと思うんですが、このことに

ついて厳しく指摘するなり、賠償はしないと言っていますが、今後のこともありますので、

ここはちゃんとけじめをつけて、事実関係に基づいて相手側としっかり話をするべきじゃ

ないかと思うんですが、その辺いかがですか。 

小幡副市長  昨日契約をさせていただいたという話はさせていただきましたが、当初の契約

までにしなかったのは事実でありますので、そこは通知をしたいと思います。 

大平(恭)委員  本当に今後のこともありますので、ここはしっかりと話をするという程度で

はなくて、きっちりと指摘をして、大事な庁舎の建設でありますので同様なことがおきな
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いとも限りません。契約は無効ではなく有効だと言っていますので、この範囲の中でやる

のであれば非常に厳しい市民の視線があるということをやっぱり踏まえたワークショッ

プであり建設事業にしないといけないと思いますが、そこについて今後業者と別なテーブ

ルで協議をするつもりがあるかどうか、その１点確認させてください。 

堀沢財政課長  現在、ワークショップも含めまして魚沼市に設計者が来庁するという形で月

に平均３回来ております。当然そこでいろいろ庁舎設計に関しまして打ち合わせるべきも

の、ワークショップに関して打ち合わせるべきものをやっておりますので、そういったと

ころで時間を有効に利用し、私ども同一のテーブルで今後のことにつきましても協議して

いきたいと思います。 

大平(恭)委員  今回の一連の流れの中で、市のほうは何らかの処分をされると冒頭におっし

ゃいました。この事実関係を市民と、あるいは対外的に公表すると私は思いますが、どう

いう形で公表するのか。そこら辺考えがありましたら聞かせてください。 

小幡副市長  ほかの処分と一緒でございますが、広報あるいはホームページで公表したいと

考えております。 

渡辺委員  １点、今、有効だという形で大平委員のほうからは調査をするようにという話で

したけれど、私はどう考えても１社以上の協力事務所と契約を締結することとなっている

ことを向こうがしなかったことは、これは無効になりうる。そうすると、次点の人がなる

可能性もあるという中でもって調査をしなければいけないというふうに私は考えていま

す。そうではないと市が言うのであるならば、そこのところがどうなのかをはっきりさせ

るのは別の機会になるのかもしれませんけれども、私はこれが８号のところには完璧に違

法であるというふうに思っておりますけれども、そのあたりの調査はどういたしますか。 

堀沢財政課長  出だしの件でありますけれど、何度も申し上げているとおり市の方々にご協

力いただけるものと考えていたということで、私ども勇み足であったということでありま

す。この件に関しましては、契約を結ばれる前に顧問弁護士に現在の状況を説明いたしま

して見解を伺っております。その中で、まず１点ですが、プロポーザル実施要項で明記さ

れている中で契約をしたことは要項に反しているよということは、弁護士からも言われて

おります。２点目ですが、しかし、要項該当業者と今からでも契約できれば要項に反した

状況での契約は行われたが、そもそも気候等のアドバイスを基本設計に生かすための協力

事務所契約なので、協力事務所契約した段階で設計に支障を来していなければ、瑕疵は治

癒されたと考えられるという見解もいただいております。 

森山委員  市が契約時点でそれが結ばれていなかったのを確認した中で契約したというこ

とで、先ほどから勇み足という話になっております。そこで、議会としては、これは議会

の議決事項では基本的にはないわけですよね、委託契約でございますので。そうしますと、

議員の中にこれが違法ではないかというお話もありました。そういった中で、議会でこれ

を違法なのか、違法でないのかというのを議会として判断するのではなく、やはりこうい

う場合は、議会から監査委員にまず意見を求めるというのが筋になるのかなと。監査委員

の意見を聞いた上で議会は判断していくべきではないかなと私は思うんですが、いかがで

すか。委員長に対しての質問であります。 

星委員長  これは、それぞれ持ち帰らせていただいて議長初め関係の皆さんとよく慎重に相

談し対応させていただきます。 
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森山委員  前提として事実関係が明らかでない部分がいっぱいあるんでしたら、まだ調査が

必要なんですが、事実関係は先ほどから当局が全部説明して明らかになっているわけです

よ。ですから、これ以上議会で何も調べる部分がなくて、基本的にはこういう状況でした

のでこれは監査委員としてどういうふうに判断いたしますかというところをもうやる時

期に来ているのではないかと私は思うのですが。 

星委員長  先ほど言いましたとおり、私の委員長としての答弁は先ほどの答弁と同じであり

ます。執行部の説明に対する質疑は終結させていただきたいと思いますが、異議ありませ

んか。（異議なし）これで質疑を終結します。 

関矢委員  動議を提案させていただきます。今回の契約事務事業につきましては、冒頭執行

部のほうから行政行為の瑕疵ということで認め謝罪をされておりますが、本来行政側の瑕

疵でありますと契約はそのまま有効ということになるわけですけれども、まだまだきょう

の質疑等々を聞いた中で、無効になるというか、取り消しになる行政行為というのが行政

法の中にあります。そこを読みますと、やはり当該行為の成立に相手方の不正行為がかか

わった場合は取り消し行為になると、これは行政法にうたわれております。この辺の中の

調査がまだ不十分だということで、私から提案させていただきますけれども、今回の石本

建築事務所・千葉学建築計画事務所設計共同体の南知之氏ですか、統括になっておられま

す。この人が契約に来られているかと思いますが、この人を当委員会に参考人として呼ん

で、しっかりと調査をさせていただきたい。これを提案させていただきます。 

星委員長  関矢委員から参考人の本委員会への出席要請の発言がありました。しばらくの間、

休憩します。 

 

  休  憩（12：18） 

 

  休憩中に委員間自由討議 

・締結することと受託者側に責任がある中で一方的に当市だけの責任とは言えないため、

契約者の話を聞くべき。 

  ・契約する、しないの最終判断は市が行う。最優秀者が要項の条件を満たさず契約したい

と言っても、契約しない権利は魚沼市にある。当局が認めているのに、契約者を参考人と

して呼んで何を調査する必要があるのか。 

  ・協力事務所が見つからないことがわかっており、契約者と市の双方に責任がある。 

  ・当局が不適切と認め謝罪もあり、処分すると言っている。あえて契約者を呼ぶ必要はな

い。 

  ・契約者だけでなく、要項以上のことを地元の企業体が求め協議が進まなかったというこ

とであるから、双方を参考人として出席要請すべき。 

   

  再  開（12：35） 

 

星委員長  休憩を解き会議を再開します。休憩中に調整させていただきました。関矢委員に

発言を求めます。 

関矢委員  ただいまの休憩中の委員間討議を聞いた中で、私が提案した動議について１点修
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正させていただきます。私が提案しましたのは、石本・千葉ＪＶの南さんの参考人招致で

すけれども、自由討議の中で委員から地元設計共同体の意見も聞きたいということでござ

いますので、地元設計共同体の代表の方も参考人として呼んでいただきたいということで

提案させていただきます。 

星委員長  しばらくの間、休憩とします。 

 

  休  憩（12：36） 

 

  休憩中に懇談的に意見交換 

 

  再  開（12：39） 

 

星委員長  休憩を解き、会議を再開します。関矢委員の動議に対し質疑はありませんか。 

遠藤委員  なかなか事実関係が明白でないという場合に意見を聞くという中での参考人制

度もあるわけでありますが、先ほどの休憩中の意見ではありませんが、これほど市民を巻

き込んで物事が始まり、いろいろな意見が出て積み上げがされている中で、今、事実関係

につきましては、市からもお詫びがあったように確認されている案件が多いわけでありま

すが、やはり目的、その案件について明確にしなければいけないのと、委員会で取り上げ

る以上どういったことを目的に、最後にどういった形をとっていくのが適切かということ

についての議論が必要だと思います。それほど私は参考人という制度は、相手方もあるこ

とから慎重に取り計らい、リスクの多い案件だと思いますので、その辺は本当に事実関係

が確認できていないのか、今、執行部からは事実についてはお詫びも入っているわけであ

りますので、参考人に値するのかしないのか、その辺を私は関矢委員に質疑をしたいと思

います。 

関矢委員  値するか、値しないかということではございませんけれども、きょうの質疑を聞

いた中でやはり行政側の瑕疵は行政側のほうで認められたと。ただ、受けたＪＶ側の瑕疵

があるかどうか。要は不正行為であれば、これは契約を取り消されるわけですよ、行政側

から。そこを皆さんが質疑した中でまだ明確でないから、やはりそれを明確にするのは私

たち議会の調査権の一環で、これは議会としてやらなきゃならないことですから、しっか

りと参考人の方から来ていただいて、その事情をしっかり調査した中で、議会として判断

を私はすべきだということで、参考人の招致を提案させていただきました。 

星委員長  ほかにありませんか。（なし）しばらくの間、休憩とします。 

 

休  憩（12：42） 

 

休憩中に懇談的に意見交換 

 

  再  開（12：42） 

 

星委員長  休憩を解き会議を再開します。質疑を終結します。お諮りします。本委員会への
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参考人とし、石本設計事務所・千葉学建築計画事務所共同体の総括責任者、南知之さん及

び魚沼市ＪＶの代表者に出席を要請することに賛成の委員は、起立願います。（賛成者起

立）起立多数であります。よって、石本設計事務所・千葉学建築計画事務所共同体の総括

責任者、南知之さん及び魚沼市ＪＶの代表者に出席を要請することに決定しました。それ

では、皆さんからこれまで協議いただいたことについて確認いただきたいと思います。ま

ず、招致する日時ですが、議長を経ての通知、相手方の日程調整時間等考慮し、10月３日

月曜日、午後１時30分、場所は本議場といたします。意見を聞く案件は、庁舎設計業務委

託契約についてであります。参考人は、石本設計事務所・千葉学建築計画事務所共同体の

総括責任者、南知之さん及び魚沼市ＪＶの代表者であります。以上のとおり決定すること

に異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。よって、そのとおり決定しまし

た。 

 

（２）その他 

 

星委員長  日程第２、その他を議題とします。次回の委員会で参考人を招致しますので、委

員会の運営についてご協議願います。しばらくの間、休憩します。 

 

休  憩（12：45） 

 

休憩中に懇談的に意見交換 

 

  再  開（12：51） 

 

星委員長  休憩を解き会議を再開します。その他、執行部から何かありますか。（なし）委

員の皆さんから協議事項等はありませんか。 

佐藤(敏)委員  今回は、庁舎再編整備特別委員会ですけれども、先般のワークショップの報

告を聞いていますと、図書館をつくってほしいとか売店をつくってほしいとかいろいろな

要望がありますけれども、それをみんな聞かれるということではないと思いますけれども、

いわゆる今の旧庁舎をどうするかというのは、28年度中に方向を示すと、こういう話にな

っているわけでして、そういった図書館とかいろんな関連があるかと思いますけれども、

その辺がどこまで話が進んでいるのかについても、やはり途中経過なりお聞かせをいただ

くことが大事。これが１点。 

堀沢財政課長  中間報告という格好になろうかと思いますが、それはうちのほうでも早めに

できるようにと考えております。今現在、この前出ましたのは第１回、第２回のワークシ

ョップで出た意見という形になります。あくまでもワークショップというのは、人の意見

を否定するものではないですから、出た意見につきましては、まずは預かるという形。そ

れから、委員おっしゃるとおり取り捨てが当然出てまいりますので、その辺も含めまして

中間報告をできるだけ早めに行いたいと考えております。 

佐藤(敏)委員  ぜひひとつ早めにお聞かせいただきたいと思います。もう一点なんですけれ

ども、７月１日の議会での議決をしております。魚沼市の特性を考慮し身の丈に合った新
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庁舎を求める決議、11人が賛成をして提案しております。議会も二元代表の一翼というこ

とで、そういった決議がきちんとなされているが、それに対して執行部はどういう考え方

をしているのかお聞かせください。 

堀沢財政課長  一般質問等でも出ているものかと思いますけれど、現在、皆様のところに出

ているものにつきましては、プロポーザルのときの要項によるものという形はご承知と思

います。その後につきましては、現在行っておりますワークショップと庁舎のプロジェク

ト・チームもございます。今後におきましては、ほかの部門、いわゆる議会部門なども議

員の皆様にもお考えいただきたいというふうに考えております。それによりどの程度まで

なるのかという形になりますので、今現在１万平米が8,500になるとか7,000になるとかと

いう数字につきましては、今後という形になってきます。 

佐藤(敏)委員  今後は今後でもいいんですけれども、ただ、そういった決議がなされている

ということは、やはりきちっと理解をして検討の材料としていただくように望みます。 

星委員長  ほかにありませんか。（なし）以上で、その他を終わります。本日の会議録の調

製については委員長に一任願います。本日の庁舎再編整備特別委員会はこれで閉会します。 

 

  閉  会（12：56） 

 


